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◆自己紹介

◆高林徳之（４３歳） 経営学部卒

昭和５０年３月生

◆穴吹不動産流通株式会社

◆執行役員 四国岡山営業部部長

～入社からの歩み～

◆１９９７年４月 穴吹興産株式会社 入社

穴吹不動産流通事業 高松店 配属

◆１９９８年１月 穴吹興産株式会社
穴吹不動産流通事業部 広島店 赴任

◆２０００年７月 穴吹興産株式会社
穴吹不動産流通事業部 高松店 赴任

◆２００６年７月 穴吹不動産流通事業部
高松店店長 就任

◆２００６年１１月 穴吹不動産流通株式会社
分社化により転籍

現在に至る
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会社概要
◆商号：穴吹不動産流通株式会社

◆本社：高松市鍛冶屋町７番地１２

◆代表者：代表取締役 近藤 敬治

◆資本金：２，０００万円

◆設立：平成１８年１１月１日

◆社員数：６０名（うち営業社員４３名）

◆拠点：高松、高知、松山、岡山、福山、広島、福岡、鹿児島

◆２０１７年度事業実績：契約件数 ７７４件

仲介手数料売上利益 ７５４，９５８千円 買取不動産売上利益 ２５８，０６７千円
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会社沿革
１９９２年 穴吹興産株式会社
（平成４年） 穴吹不動産流通事業部として不動産売買仲介業務開始

（拠点：高松・高知・岡山・松山）

２００６年 穴吹興産株式会社から分社化により、
（平成１８年） 穴吹不動産流通株式会社を設立（同時に広島店開設）

２０１０年 九州初出店 福岡店開設
（平成２２年）

２０１４年 九州２店舗目となる鹿児島店開設
（平成２６年）

２０１４年 中国地方３店舗目となる福山店開設
（平成２６年）

拠点：８店舗（高松・高知・松山・岡山・福山・広島・福岡・鹿児島）

２０１８年 法人営業部設立（予定）
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事業内容

大きく分けて３つの事業を行っています。

１．不動産売買仲介事業（仲介手数料）

２．中古再生・流通事業（買取・再販事業）

３．不動産売買に関するその他、関連収益事業
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売上高セグメント・仲介事業領域

58%

10%

24%

8%

【54期 売上高セグメント】

一般仲介 事業用仲介 中古再生 関連事業収益

80%

20%

【54期 仲介における事業領域】

一般仲介 事業用仲介
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不動産売買仲介事業とは？
不動産を売りたい方（売主様）と買いたい方（買主様）を結び
付け、売買契約が成立することにより、仲介手数料を受領す
る事業です。（不動産売買のエージェント）

買いたい方売りたい方

あなぶき不動産流通

（仲介業者）

売買契約成立
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具体的な仕事の内容・・・

買いたい方

売りたい方

あなぶき不動産流通

①売却依頼

②調査
（物件・法規制）

価格査定
媒介契約締結

③写真撮影
物件資料の作成
販売活動の立案

④販売活動

⑤物件問い合わせ

⑥案内
⑦融資付け

⑨仲介手数料受領

⑧条件折衝 ⑨売買契約
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中古再生・流通事業とは？

既存の土地・建物（不動産）を当社が直接取得し、再生（リノ
ベーション）・バリューアップ（質の向上・価格の向上）させ、不
動産流通市場にて再販売します。

（中古住宅・中古マンション・土地・収益マンション・ビル等）

不動産売買仲介にて長年培った、売買相場感・市場のニーズを把
握する力・マーケティング力が再生・流通事業に活かされている。

取得
再生
バリューアップ

不動産

市場へ
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なぜ、再生する必要があるのか
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市場にはどんな不動産があるの？

時代の流れとともに

現在の流行や住まいの仕方、生活の環境変化に

対応できていない不動産が数多くある
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中古物件には、
新築では味わえない

「自分色」の居住空間をつくる楽しさがあります。
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不動産売買に関するその他
収益事業とは？

・新築マンション購入顧客紹介手数料

・新築戸建顧客紹介手数料

・リフォーム工事紹介手数料

・建築工事紹介手数料（住宅メーカー・建築業者）

・既存建物解体工事紹介手数料

・火災保険募集手数料

・引越し作業紹介手数料

・土地活用案件紹介手数料（コインパーキングなど）

不動産売買仲介に取り組むことにより発生する様々な関連事業を、各専
門家に取り次ぎ、監理・推進することでお客様のニーズに応える。
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不動産売買仲介の実務について
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不動産売買仲介の実務（調査）

∗ 不動産そのものの調査は勿論のこと、複雑な権利関係、法令
上の制限等、安心で安全な取引に欠かすことのできない調
査を確実に行う必要があります。

【主な調査項目】

不動産の権利関係、道路の種類、ライフライン（水道・ガス・電
気）、 建物建築時の法令制限、建物自体の基本性能（雨漏り・
白蟻・地盤沈下など）、周辺環境、周辺施設等
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・そもそも不動産とはどういうものなのか？

民法では⇒不動産とは「土地とその定着物」と定義

「定着物」≒「建物」なので

• 「不動産」≒「土地」と「建物」ということになります。

「不動産」は他の財産と違い、移動

ができず大変高価なので、実にさま

ざまなルールがあり、いろいろな専門

家がこの分野に関わっています。
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・土地と建物は別個の不動産

「不動産」でないものは、「動産」として区別される

･自動車、パソコン、文房具、机、椅子などは持ち運んで移
動できるので「動産」と呼ばれる

また日本では「土地」と「建物」は、別々の不動産として扱われる

ちなみに外国では土地と建物が一つの不動産として扱われ
ている国や国土全体が国のもの（借地）になっている国もある
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• 「土地」の定義

「不動産」と違い明確な定義がない

今日この場でお伝えすべきは、「大辞泉」によると

「耕地や宅地など、さまざまに利用する地面、地
所」程度の定義がなされている
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・「建物」の定義

「土地」に定着して、屋根と、柱または
壁のどちらかがあるもの

（建築基準法第2条）

不動産登記法ではもう少し細かく、「①屋根と壁など外と隔
てるものがあり（外気分断性）②土地に定着し③用途（住む・
保管するなどの使い方）があるもの」となっている

その他税法上や会計上の定義もある
いずれも似ているので、今日この場では、「屋根」「柱か
壁」「地面に定着」の３つを満たすかどうかで考えましょう



31Anabuki Fudosan Ryutu All Right Reserved.

・これは建物？

門・塀・生垣

建物に附属する門・塀は建築基準法上建物の一部とされるが、生垣は建物ではない

犬小屋

屋根と壁はあっても土地に定着していないので（持ち運べる）、建物ではない

車庫・物置
車庫や自転車小屋は建物、スチール製

の物置は地面においてあるだけでも

建物とされることが多い（自治体による）

パーゴラ（植物を絡ませる棚）

庭などにあるぶどう棚や藤棚のように屋根がなく、雨露がそのまま下に落ちてく
るものは建物ではない
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・登記簿のしくみ（どんなことが分かるのか）
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・登記簿のしくみ（どんなことが分かるのか）

表題部

場所、大きさ、できた時期などの事項
（所在、地目、用途、面積など）

甲区

どんな経緯で誰の持ち物になったか（主に誰の所有か）

乙区

他に皆に知ってもらうべきことがあるか
(主に抵当権などの将来の所有者に影響すること)
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・地目って何？(全部で２４種類）

①宅地

建物の敷地、家に限らず、ビル、車庫、納屋などが建っている土
地は宅地

②田

用水を利用して耕作する土地、コメ以外にもレンコンなどを
作っている土地も用水を使っていれば「田」

③畑

用水を使わず耕作する土地

④山林

竹や木が生育する土地
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⑥雑種地

⑤原野

雑草、灌木が生育する土地、草原や

鬱蒼とした叢（くさむら）のイメージ

建物がない土地で、主に駐車場、資材

置場など全部で２３種類ある地目のどれ

にも当てはまらないものを総称して雑種地

と呼んでいる

その他の地目

学校用地、鉄道用地、塩田、墓地、水道用地、

ため池、公園、公衆用道路、保安林など

・地目って何？
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• 不動産の特徴

①動かない

文字通り不動産は動かない、地番や住居表示で位置が特定
できる

「不動性」「固定性」

②増えない

土地は工業製品のようにたくさん製造して数を増やすという
ことはできない、建物も数ヶ月待たないとできない、大きくし
たり小さくしたりできない

「不増性」
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• 不動産の特徴

③ずっとそこにあり続ける

不動産は放っておいてもそこにあり続ける、土地は何十年、何
百年たってもそこにある、古代ローマ時代の建物を今でも見る
ことができる

「永続性」

④同じものがない

「個別性」

土地は建物を建てるだけでなく、花や作物や木を育てること
ができる、居住用だけでなく賃貸用の
建物を建て収益を得ることができる

⑤様々な使い道がある

「多様性」
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• 不動産の特徴

⑥くっつけたり分けたりできる
隣の土地とくっつけて一つの土地

にしたり（合筆）、分割することも

（分筆）可能

「併合及び分割の可能性」

⑦時代によって位置づけが変わる

千葉県浦安市の例 もともとは漁師町

だが、ベイエリア開発や巨大遊園地が

できたおかげで、誰もが憧れる場所に

一変。その後東日本大震災で液状化

現象が報道され、さらにイメージが変化

「社会的位置の可変性」
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• 我々の生活と活動に必須の不動産

何をするにしても不動産がないと始まらない

商売を始めるにも、住むにも、作物を育てるにも、必ず不動産
が必要

不動産の地域性

その不動産だけでなく、他の不動産といろいろな関係を作
り、影響し合う

例）コインランドリーの隣にカフェが
オープンして、人が集まるようになる
とさらにATMやコンビニができ、さらに
多くの人が集まるようになる

ある不動産が他の不動産に働きか
けることで、一定の地域を作るよう
になる
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• 不動産業の分類

③建てる⇒不動産開発業（ディベロッパー）

建設業

④耕す⇒農業

売買などで不動産が動くと、大きなお金

も動くことから金融業と関連するし、権利を守り、事業を円滑
に行うためには弁護士、司法書士、土地家屋調査士などの
法律の専門家とのﾈｯﾄﾜｰｸも必要

②貸す⇒不動産賃貸業

①売る⇒不動産仲介業
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• 不動産業の規模

②35万(事業所の数)

①GDP530兆円のうち60.4兆円(11.3%)を占める

不動産業 350,000事業所 割合

不動産取引業 65,500 18.8%

不動産賃貸業 203,800 58.2%

駐車場業 29,200 8.3%

不動産管理業 51,500 14.7%

不動産業3５万事業所の内訳

③７億円(倒産する際の平均負債総額) ※全業種平均の2.4億円
を大きく上回る
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⑤3.1人(1事業所当たりの従業員数)

製造業の約10人と比べると小規模（不動産業の特徴）

④101万人(働く人の数)



43Anabuki Fudosan Ryutu All Right Reserved.

・日本の住宅市場の最大の特徴（住宅・土地統計調査）

そもそも日本人は「家を所有したいという志向」や「新築志向」が強い

「所有したい」「どちらかといえば所有したい」⇒75%

若年層でも所有志向が強く20代⇒79%

全世代平均より高い

取引される住宅の大半が新築であること！！

・2013年 全住宅取引のうち

85.3%が新築(15%弱が中古)

・一方で海外では中古住宅の

取引が多い

例) アメリカでは新築比率10.7%

それは
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・日本の住宅市場の最大の特徴（実状）

ＦＲＫ（不動産流通経営協会）の統計によると

※売買による所有権移転

登記数をベースに算出

※セカンドハウス・賃貸住

宅としての取得、個人・

法人取引を含む

（マーケットの実態により

近い統計）

既存住宅流通比率は約３８％であり、流通量・比率は増加

東京・大阪大都市圏は４０％超 （比較的取引されやすいマンションス
トックが多い都市部を中心に市場規模は拡大）



45Anabuki Fudosan Ryutu All Right Reserved.

・住宅を買うなら新築か中古か？

戦後から高度成長期 住宅不足を解消するため、新築が大量
供給される

ﾏﾝｼｮﾝと戸建を合わせて新築志向が73%に上る

第2次世界大戦前は、持家は必要な手入れをして次世代に引き
継ぐのが普通だった

供給を急いだため、個々の建物の質が落ちる

一世代しか使わない前提の建物が多くなり、中古物件は良いも
のがないとの固定観念が生まれ、新築志向が強まる

今後は？
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・2019年を境に世帯数は減少に転じる見込
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今までは、人口が減少しても世帯数が減少しない事が、住宅需
要を支えてこれたが、

2020年以降は世帯数も減少するため、住宅需要も縮小へ

国は新築を増やすより中古住宅を活用する方向に舵を切った・・・

（2012年、中古住宅リフォームトータルプラン発表）

新築中心の住宅市場から、リフォームにより住宅ストックの品質・

性質を高め、循環利用されるストック型の住宅市場に転換する。

２０２０年（平成３２年）までに市場規模を倍増（２０兆円）させる。

日銀の超低金利政策で住宅需要は活況、今後もフロー（新
築）に向かう可能性？それともストックに向かう可能性？
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・住生活基本計画の主な成果指標(2017年3月)

・中古住宅流通の市場規模

4兆円(2013年) ⇒ 8兆円(2025年)

・ﾘﾌｫｰﾑ市場規模

7兆円(2013年）⇒12兆円(2025年)

・賃貸・売却用などを除く空家数

318万戸(2013年)

⇒400万戸程度に抑える(2025年)
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・これからの不動産業界は？

避けては通れない空家問題

・人口減少と新築を好んだ

結果、 必然的に空家が増える

・この30年間で約3倍に増え、

820万戸 空家率13.5%

なんと7軒に1軒が空家

でも皆さんの感覚とちょっとかけ離れていませんか？

実は約半数は賃貸用の空家（別荘や売却前の空家も含まれる）
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空家の問題点は？

雑草や木が生い茂って越境したり

建物が崩れてけがをさせたり

犯罪に利用されたり・・・・・さまざま

それでは、壊せばいいんじゃないの？

解体を阻む3つの要因

・本来の空家数は318万戸 空家率5.3%

１９軒に１件の割合
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①費用がかかる(約100万円)

②固定資産税が増える(3倍～6倍)

建築当時の法律は守っていても、現行の法律の基準は満たし
ていないケース

一度取り壊してしまうと、再建築の際は建築面積が小さくなった
り、建てられない場合も

③建築基準法の改正の問題

(既存不適格建築物)
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・空家問題の対策

田舎暮らし体験の企画

国も地方自治体も本腰を入れて、この問題に取り組みつつある

2015年5月 「空家対策特別措置法」を全面施行

*倒壊の危険があるなど治安に問題がある建物に対し、国の権

限で強制的に解体できる

空家情報バンクの整備

空家所有者に対するセミナー、相談会
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・空家管理ビジネス

建築・不動産業の他造園業やメンテナンス

業や警備業などが様々なサービスを展開

弊社もグループ会社が運営する介護施
設入居者の所有している空家の管理ビジ
ネスをスタートさせた(2016年4月)

留守宅管理サービス（基本プラン 無料）

２０１８年６月現在 管理戸数２８戸

売買仲介３件
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・空家を宿泊・滞在施設として活用する動きが活性化

２０１８年６月１４日までの民泊とは？

「旅館業」と「賃貸業」の中間の商売

簡単に言うと、「旅行者に民家(自宅等)

を提供して泊まらせて対価を得る」こと

＊民泊で貸出す部屋

自宅・借りた部屋・所有物件など

合法的に営業するには旅館業法に基づく許可が必要だが、
2016年4月 カプセルホテルなどの

簡易宿所としての営業許可の取得要件を緩和

まさに2016年が「民泊元年」
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・空家を活用できるか？「民泊」ビジネス

なぜ今民泊が注目を集めているのか？

そんな状況の中・・・・・

それは・・・ﾎﾃﾙなど宿泊施設が足りないから

土地費高騰、建築費高騰の影響もあり、

どんどん建築(新築)して増やすのは難しい状況
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観光産業は「内需」から「インバウンド」へ

・日本を訪れる外国人

観光客数

・2015年 1,974万人

(世界16位)

・2016年 2,403万人

※ギリシャと同程度

・2017年 2,869万人

※オーストラリアと同程度

(前年10位相当)
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・当初の目標

2020年までに2,000万人

2030年までに3,000万人

↓ 上方修正

2020年までに4,000万人(世界6位)

2030年までに6,000万人(世界4位)

ちなみに世界全体の外国旅行者数

年間11億人 2030年には18億人になる見込

先進国で1億人以上の人口を有するのは、日本とアメリカのみ

観光産業はわざわざ外国人を相手にしなくても、日本人だけで
十分だった、しかし
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・少子高齢化が進み内需が頭打ち

さらに円安の影響で訪日消費がトレンド

になり、インバウンドの受入れが日本経

済に欠かせなくなった

2015年、55年ぶりに日本の旅行収支がﾌﾟﾗｽへ

しかも、外国へ行く日本人の数よりも、日本を訪れる外国人の数
の方が上回った

長引く景気停滞を乗り越えるため、訪日消費を増加させること
は、既に国策となり観光産業への後押しは短期間で終わること
はなく、民泊が一過性のビジネスであるとは考えにくい
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・実際の民泊成功例

海外のフライト中に、東京都渋谷区恵比寿

で自宅を貸し出す(月収5万円)

東京都板橋区の二世帯住宅で母親が老人ホームに入所し空部
屋を貸し出しその費用を介護費用へあてる(月収10万円)

東京都品川区の自宅の一室を貸しながら、自分が寝泊まりする
部屋を借りて民泊を行うキャリアウーマン(月収18万円)
アパート3室を民泊に切り替えた横浜市の大家さん(月収45万円)

沖縄県中部で平屋戸建を借り、民泊を行う不動産投資家

(月収20万円)

福岡県で8室を運営する自営業者(月収80万円)

ﾗｲﾌｽﾀｲﾙに合わせていろいろな形で事業可能であった。。。
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・かつての新築着工数⇒150万戸

人口が減少しているのに未だに70～80万戸の新築が着工される

GDPの約10%を新築建築系が支えているため、産業構造上着
工を止めることはできない

人口が減少するにも関わらず新築着工が止まらないとなれば、
空室は当然増える

いずれはゴーストタウン化による治安

悪化も社会的な問題になる可能性

あり

政府からすれば民泊は空家対策その

もの。更に法整備を進めた。。
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・そして、２０１７年３月、民泊新法（住宅宿泊事業法）閣議決定

民泊新法の対象となる宿泊施設は、ホテルや旅館などの宿泊施

施設ではなく、あくまでも「住宅」という位置づけ

・住宅地でも営業が可能

・年間営業日数１８０日以下

・民泊施設管理者（家主不在型）、仲介業者の登録が必要

・行政が実態を把握

民泊新法の成立により、新たなビジネスチャンスあり！

・民泊とシェアハウスの組み合わせ（留学生・ワーキングホリデー）

・民泊とマンスリーマンションの組み合わせ（家電付社宅等）

・管理業者、仲介業者
我々、あなぶきグループは・・
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Alphabed Premium⾼松古新町（簡易宿所）
あなぶきスペースシェアを設立し、
民泊事業参入（2018年2月）
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・ま と め （第１部）

・「不動産」は他の財産と違い、移動ができず大変高価な

ので、実にさまざまなルールがあり、いろいろな専門家

がこの分野に関わっている

・その不動産だけでなく、他の不動産といろいろな関係を

作り、影響し合う

・ある不動産が他の不動産に働きかけることで、一定の地

域を作るようになる

あなぶきグループの使命は・・

『住まい造りや不動産価値創造事業を通じて、地域社会

の文化と歴史の創造に貢献する』
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香川大学
あなぶきグループ特別講義（第２部）

～実務（不動産の価格査定）～

2018年6月27日（水）
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不動産売買仲介の実務について
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不動産売買仲介の実務（調査）

∗ 不動産そのものの調査は勿論のこと、複雑な権利関係、法令
上の制限等、安心で安全な取引に欠かすことのできない調
査を確実に行う必要があります。

【主な調査項目】

不動産の権利関係、道路の種類、ライフライン（水道・ガス・電
気）、 建物建築時の法令制限、建物自体の基本性能（雨漏り・
白蟻・地盤沈下など）、周辺環境、周辺施設等
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不動産売買仲介の実務（査定）
∗ 総合的な調査結果を基に、３ヶ月以内で売却が可能と考えられる価格を提示

します。日頃のエリアマーケティングと取引データのストックから、明確な根拠
を明示したうえで、市場性に見合った価格を提示する必要があります。

●取引事例比較法

近隣にて実際に売買した事例を基に比較検討し価格を算出します。

主に住宅用地・マンション・一戸建ての査定に採用します。

●収益還元法

その不動産から得られる収益性に着目して価格を算出します。オフィスビル・

商業ビル・一棟マンション・コインパーキングなど、投資採算性に着目して取

引される場合に採用します。

※不動産の利回り（収益力）とは？

（年間総収入－年間総支出）／取得価格
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実際に価格査定をやってみよう！

1.グループに分かれ、取引事例比較法により、土地の
査定価格を算出して下さい。（10分間）

2.算出した査定価格をリーダーが発表して下さい。

※周辺環境条件、道路幅員、土地の方位に注意して下さい。
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取引事例比較法
価格査定書（抜粋）
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売買事例と査定対象物件
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条件格差表
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査定価格について
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・違う観点から不動産を見る

【収益還元法】

その不動産から得られる収益性に着目して価格を算出します。

オフィスビル・商業ビル・一棟マンション・コインパーキングなど、

投資採算性に着目して取引される場合に採用します。

※不動産の利回り（収益力）とは？

（年間総収入－年間総支出）／取得価格
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【査定の前提条件】

・査定物件：先ほど、取引事例比較法で査定した土地（査定価格：3,568万円）

・今回の現況用途：月極駐車場（15台駐車可能） 現在は満車

・駐車場料金：月額１５，０００円 ・固定資産税額：１５０，０００円/年

・期待される利回り：６％

収益還元法で価格査定をやってみよう！

1.グループに分かれ、収益還元法により、土地の査定価格を算出

して下さい。（10分間） 算式＝（年間収入－年間支出）÷期待利回り

2.同じ土地なのに収益還元法と取引事例比較法で不動産価格が違

うのは「なぜ?」をディスカッションして下さい。

3.算出した査定価格と「なぜ？」をリーダーが発表して下さい。
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査定価格について

・収益還元法による査定価格：4,250万円
（15,000円×15台）×12ヶ月＝2,700,000円（年間総収入）

2,700,000円－150,000円（年間総支出）＝2,550,000円

2,550,000円÷6％（期待される利回り）＝42,500,000円

・取引事例比較法による査定価格：3,568万円

差額：4,250万円－3,568万円＝682万円

この、差額が意味するものは・・・
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・投資採算性に着目している投資家にとっては、収益を生み出さ
ない不動産は価値がないの？

・収益性が良ければ付加価値（価格の値上がり）を認めるの？

・不動産の価値＝着目点により異なる（基準はひとつではない）

市場性に見合った査定価格を提示することが重要

ま と め （第２部）
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現在の不動産売買仲介市況について
∗ 平成２４年３月 国土交通省が「中古住宅・リフォームトータルプラン」を発表

新築中心の住宅市場から、リフォームにより住宅ストックの品質・性能を高め、 中古
住宅流通により循環利用されるストック型の住宅市場に転換する。

（２０２０年までに中古住宅・リフォーム市場の規模を倍増（２０兆円）させる）

新築中心のハウスメーカー・デベロッパー・建設会社などが「不動産売買仲介・ リフォ
ーム市場」に相次いで参入し、フロービジネスからストックビジネスへの転換を早急に
進める。中小・大手を問わず、不動産売買仲介業・リフォーム業への参入がますます
進み、激しい生き残り競争が繰り広げられている。

これまでの商習慣を変える、売買・賃貸・投資の新しい仕組みをつくる動きが活発

「不動産」×「テクノロジー」＝不動産テック

ＩＮを利用した顧客同士のダイレクトマッチング、ＡＩを利用した自動価格査定
Ｉｏｔを利用したスマートロック、ＶＲを利用した内覧システム等
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グループ力を活用した独自の仲介サービス

１．仲介あんしん保証制度
引渡し後の瑕疵担保責任を保証する共済制度（アルファ共済会）

２．中古住宅設備修理保証制度（住設ワランティ）
設備機器の不具合を引渡し後１年間保証する

３．リフォームサポートシステム
物件の売却代金でリフォーム費用を支払い（あなぶきクリーンサービス）

４．買取保証付仲介制度
売れなかったらどうしよう・・・。という不安を解消

５．あなぶきコールセンターの利用サービス
中古住宅に対する買主様の不安を払拭する（あなぶきコールセンター）

不動産売買仲介に付加価値を付け、物件価値の向上を目指す
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不動産仲介業の魅力
・不動産を売却・購入を決断する背景は様々。

（転勤・離婚・相続・結婚・老朽化・高齢化・破産等・・）

・「不動産に関する悩み」、「家族に対する悩み」、

「お金に関する悩み」等、人には言えない悩みが必ずあります。

仲介業の魅力は、

不動産を売買・活用することだけが仕事ではなく、

その「人の悩み」を１つ１つ解決し、お客様の人生の重要な決断を

サポートし、感謝されることにあります。

結果として、不動産が新しい買主に引き継がれ、活き活きとした

不動産へと生まれ変わることで、地域社会の活性に寄与します。
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経営理念

あなぶき不動産流通は、不動産の流通・再生を通じて限られ
た資源の有効活用を推進し、人に優しく、活力ある地域社会の
実現に貢献します。

全てのものにそれぞれの価値があるように、土地や建物にも固有
の価値があります。私たちは、その固有の価値を発見・創造する
ことで地域社会に必要とされる企業でありたいと思います。


